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平成３１年度芦屋市火葬場の管理に関する年度協定書

芦屋市（以下「甲」という。）と太陽築炉工業株式会社（以下「乙」という。）

とは，平成３０年４月１日付けで締結した芦屋市火葬場（以下「聖苑」という。）

の管理運営に関する基本協定書に基づき，次のとおり年度協定を締結する。 

 （協定の期間） 

第１条 この協定の期間は，平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日ま

でとする。 

 （指定管理料） 

第２条 前 条 に 定 め る 期 間 の 聖 苑 の 指 定 管 理 料 は ，

金３４，２７４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とし，そ

の内訳は，別紙のとおりとする。 

２ 基本協定における管理運営業務仕様書に定める業務に変更がある場合は，

甲乙協議の上，指定管理料の額を変更することができる。 

 （指定管理料の支払時期） 

第３条 指定管理料（消費税及び地方消費税相当額を含む。）は，乙の請求に基

づき，適法な請求書受領後３０日以内に以下のとおり支払うものとする。 

 (1) 第１四半期 平成３１年 ７月  ８，４８９，８９０円 

 (2) 第２四半期 平成３１年１０月  ８，４８９，８９０円 

 (3) 第３四半期 平成３２年 １月  ８，６４７，１１０円 

 (4) 第４四半期 平成３２年 ４月  ８，６４７，１１０円 

 （施設の維持補修等） 

第４条 施設の維持補修のうち，１件３０万円未満の案件については，補修発

注時に甲に補修の連絡をするとともに，補修後速やかに報告すること。３０万

円以上の維持補修及び備品の取得等については，甲乙協議の上，行うものとす

る。 

 （指定管理料の精算） 

第５条 乙は，事業年度終了後３０日以内に指定管理料に係る収支決算書を甲

に提出し，精算の結果，維持費（光熱水費）に残額が生じた場合は，直ちに

甲に返納するものとし，不足が生じた場合は，甲乙協議の上，追加措置を講

ずるものとする。 

 （疑義の決定） 

第６条 この年度協定に関して，疑義が生じたとき又は定めのない事項につい

ては，甲乙協議して定めるものとする。 



 この年度協定の締結を証するため本書２通を作成し，甲乙が記名押印の上，

各自１通を保有する。 

平成 ３１ 年 ４ 月 １ 日 

甲 芦屋市精道町７番６号 

  芦屋市 

  芦屋市長 山  中   健 

乙 福岡市博多区東公園６番２１号 

太陽築炉工業株式会社 

代締取締役社長 江 口  正 司


